
城南衛生管理組合随意契約（特別指名）について、下記のとおり公表す

る。 

 

事 業 名 
NO.2 ごみクレーン走行車輪交

換緊急修繕業務 
所管課 クリーン２１長谷山 

 

種別及び概要 

NO.2ごみクレーン設備の走行車輪のベアリングの破損及び走行車輪

の亀裂が確認され、緊急に修繕を行わないと重大な支障が生じるた

め。 

 

随意契約理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に該当 

 

契約の相手方 

      住  所   兵庫県尼崎市東難波町 5丁目 9-1 

      名  称   極東サービス（株）大阪営業所 

      代表者名   所長 曽和 功宏 

契約金額         2，592，000 円 
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 192，000 円） 

契約種別         修繕業務契約 

履行期間   自     平成 27 年 9 月 18 日 

       至     平成 27 年 10 月 30 日 

事業場所（納入場所）   クリーン２１長谷山 

契 約 日         平成 27 年 9 月 18 日 

 

 


